
◎道路法等の一部を改正する法律 
（令和七年四月一六日法律第二二号）   

一、 提案理由（令和七年三月一九日・衆議院国土交通委員会） 

○中野国務大臣 ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案の提案理

由につきまして御説明を申し上げます。 

 昨年一月に発生した令和六年能登半島地震においては、発災時における道路啓開の強

化や平時からの防災活動拠点の整備、トイレコンテナ等の配備の充実の重要性が明らか

になりました。また、橋、トンネル等の老朽化が進む中、持続可能なインフラ管理が課

題となっているほか、気候変動に伴い自然災害が激甚化、頻発化する中、道路分野の脱

炭素化の推進が急務となっております。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明を申し上げます。 

 第一に、令和六年能登半島地震を踏まえた災害対応の深化のため、二以上の道路管理

者が協議会での協議を経て策定する道路啓開計画を法定化し、計画の記載事項として道

路啓開の方法や訓練に関する事項等を定め、計画の実効性を高めるとともに、計画に基

づいて災害時に道路を啓開する場合の手続を簡素化することとしております。また、地

方公共団体が管理する自動車駐車場について、災害復旧等の拠点として活用するため、

国土交通大臣が必要な管理を代行することができる制度を創設することとしております。

加えて、被災地への出動が可能なトイレコンテナ等の平時からの配備を促進するため、

その占用許可基準を緩和し、設置に対して無利子貸付制度を創設することとしておりま

す。 

 第二に、市町村の技術職員が減少する中で、道路インフラの老朽化に対応し、効率的

かつ効果的な道路管理を実現するため、二以上の市町村の区域にわたる道路の道路管理

者間の協議により、道路の点検や修繕等を他の地方公共団体が代行することができる、

連携協力道路の管理の特例制度を創設することとしております。 

 第三に、道路管理者が協働して脱炭素化の推進を図るため、国土交通大臣が道路の脱

炭素化に関する基本方針を策定することとし、道路管理者は当該方針に即して、道路の

脱炭素化の目標等を定めた道路脱炭素化推進計画を策定できることとするとともに、計

画に定められた脱炭素化に資する施設等の占用許可基準を緩和することとしております。 

 第四に、道路の整備及び管理の効率的かつ効果的な実施や、防災機能の確保、脱炭素

化の推進等を内容とする、道路網の整備に関する基本理念を創設することとしておりま

す。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由です。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 衆議院国土交通委員長報告（令和七年三月二七日） 



○井上貴博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、自然災害の頻発や道路の老朽化等により、安全かつ円滑な道路交通の確保の

重要性が増大していること等に鑑み、所要の措置を講じようとするもので、その主な内

容は、 

 第一に、道路啓開計画を法定化するとともに、被災地への出動が可能なトイレコンテ

ナ等の占用許可基準を緩和すること、 

 第二に、道路管理者間の協議により、道路の点検や修繕等を他の地方公共団体が代行

できる制度を創設すること、 

 第三に、国土交通大臣は道路脱炭素化基本方針を策定し、道路管理者は、同方針に即

して、道路脱炭素化推進計画を策定できること 

などであります。 

 本案は、去る三月十八日本委員会に付託され、翌十九日中野国土交通大臣から趣旨の

説明を聴取し、昨日二十六日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。 

 質疑終了後、本案に対し、れいわ新選組から修正案が提出され、趣旨説明を聴取した

後、採決の結果、修正案は否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべき

ものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年三月二六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 令和六年能登半島地震により、道路啓開計画を事前に準備し、平時における訓練等

を通じて災害時対応の実効性を向上させることが重要であることが改めて認識された

ことに鑑み、道路啓開計画が未整備の地域が生じないよう、国が主体的に取り組むと

ともに、都道府県等を積極的に支援すること。また、発災直後の道路啓開実施が着実

に行われるよう、制度の適切な運用を図ること。 

二 原子力発電施設等立地地域における道路啓開計画を策定するに当たっては、地震や

津波等との複合災害時に被災者の避難を最優先にする観点から、原子力災害の特性に

応じたものを策定すること。 

三 災害発生時において道路啓開を含む緊急復旧等を機動的に実施するため、その担い

手となる地域建設業者や道路管理者等が平時から十分な資機材を確保しておくことが

可能となるよう、維持管理費用に配慮するなど財政支援等に必要な予算を確保するな

どの環境整備を図ること。また、道路管理者においても資機材を確保すること。 

四 広域的な支援拠点としての観点から、「防災道の駅」の追加選定を戦略的に行うと

ともに、「防災道の駅」以外であっても防災上の位置付けを有する道の駅について



は、当該道の駅における施設や自動車駐車場の耐震性の向上等が図られるよう、財政

的支援の強化に努めること。 

五 地方公共団体や民間事業者が、災害時に派遣可能なトイレコンテナ等を設置するこ

とについて、無利子貸付以外にも支援措置を充実させること。 

六 災害時における高付加価値コンテナの更なる活用促進を図る観点から、本法による

占用許可基準の緩和措置や各種支援制度を周知し、民間事業者等による保有を促進す

るとともに、道路管理者自らもその保有に努めること。また、民間事業者等が保有す

るものを含め、災害時に活用できる高付加価値コンテナの配備状況を把握し、発災時

に円滑な運用がなされるよう必要な取組を行うこと。 

七 道路空間における脱炭素化施設等の導入促進のために民間事業者が活用できるため

の道路占用基準の運用に当たっては、道路自体の脱炭素化に資するものであるものを

優先し、新たな利権の発生につながらないよう公平公正な基準を設けること。 

八 都市災害の減少や都市景観の向上を図り、交通渋滞などに繋がる地中・道路の地下

に埋設されている上下水道、電気、ガス、電話等のライフライン関係の改修工事にお

いて、共同溝の導入や、共同工事・集中工事で、効率的な道路工事の実施を進めるこ

と。 

三、 参議院国土交通委員長報告（令和七年四月九日） 

○小西洋之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、自然災害の頻発や道路の老朽化などにより、安全かつ円滑な道路交通の

確保の重要性が増大していることに鑑み、災害時における道路の円滑かつ迅速な啓開の

ための道路啓開計画の策定、自動車駐車場に設けられる災害応急対策に資する施設に係

る占用許可基準の緩和、連携協力道路の管理の特例の創設などの措置を講ずるとともに、

道路の脱炭素化を推進するため、道路管理者による道路脱炭素化推進計画の策定などの

措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、道路啓開計画の実効性確保に向けた対策の必要性、道の駅が

備える防災機能の強化に向けた取組、道路の脱炭素化に向けた政府の施策などについて

質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 令和六年能登半島地震により、道路啓開計画を事前に準備し、訓練等を通じて災害



時対応の実効性を向上させることが重要であると改めて認識されたことに鑑み、道路

啓開計画が未策定の地域が生じないよう、国が主体的に取り組むとともに、都道府県

等を積極的に支援すること。また、発災直後の道路啓開が着実に実施されるよう、制

度の適切な運用を図ること。 

二 原子力発電施設等立地地域における道路啓開計画の策定に当たっては、地震や津波

等との複合災害時に被災者の避難を最優先にする観点から、原子力災害の特性に応じ

たものとなるようにすること。 

三 災害発生時において道路啓開・緊急復旧等を機動的に実施するため、その担い手と

なる地域建設業者や道路管理者等が平時から十分な資機材を確保できるよう、維持管

理費用を含めた財政支援等に必要な予算を確保するなどの環境整備を図ること。また、

道路管理者においても資機材の確保に取り組むこと。 

四 広域的な支援拠点として「道の駅」を活用する観点から、「防災道の駅」の追加選

定を戦略的に行うとともに、「防災道の駅」以外の防災上の位置付けを有する「道の

駅」については、その施設や自動車駐車場の耐震性の向上等が図られるよう、財政支

援の強化に努めること。 

五 地方公共団体や民間事業者が、災害時に派遣可能なトイレコンテナ等を設置するこ

とについて、無利子貸付以外にも支援措置を充実させること。また、その設置に当た

っては、高齢者、障害者や子ども連れなどにも利用しやすい環境を確保するため、バ

リアフリーに十分な配慮がなされるよう、所要の措置を講ずること。 

六 災害時における高付加価値コンテナの更なる活用促進を図る観点から、本法による

占用許可基準の緩和措置や各種支援制度を周知し、民間事業者等による保有を促進す

るとともに、道路管理者においてもその保有を進めること。また、民間事業者等が保

有するものを含め、災害時に活用できる高付加価値コンテナの配備状況を把握すると

ともに、発災時に円滑な運用がなされるよう必要な取組を行うこと。 

七 地方公共団体における技術系職員の減少等に対応し、効率的な道路管理を実現する

ため、連携協力道路制度が積極的に活用されるよう、同制度の具体的な活用方策を示

すなどして道路管理者間の連携・協議を促すとともに、必要な助言等を行うこと。ま

た、道路の維持管理の省力化に資する新技術の開発や活用の促進に努めること。あわ

せて、技術系職員の確保に向け、職業としての魅力向上のための対策を講ずること。 

八 道路空間における脱炭素化施設等の導入に当たり民間事業者が活用することとなる

道路の占用に係る許可基準の運用に当たっては、道路自体の脱炭素化に資するものを

優先し、新たな利権の発生につながらないよう公平公正な基準を設けること。 

九 道路空間におけるライフライン関係の改修工事において、都市型災害の防止や都市

景観の向上に資する共同溝の導入、交通渋滞の軽減等に資する共同工事・集中工事の

採用などにより、効率的な工事の実施を推進すること。 

  右決議する。 


